
 
 
 
 
 

 

 

 

 

高病原性鳥インフルエンザまん延防止のための 

緊急的な消毒等の実施の告示について 

 愛知県は、本日、常滑市における５例目の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され

たことを踏まえ、まん延を防止するため、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第

３０条に基づき、県内全域の家きん飼養者に対する知事による消毒及びねずみの駆除の命令に

ついて、本日付けで告示しましたのでお知らせします。 

 

１ 内容 

家畜伝染病予防法第３０条の規定に基づく消毒方法及びねずみの駆除方法の実施 

２ 目的 

  本県における緊急的な高病原性鳥インフルエンザのまん延防止 

３ 実施する区域 

愛知県内全域 

４ 実施の期日 

  ２０２５年１月１１日（土）から２０２５年２月末日まで 

５ 消毒方法 

  消石灰の農場内（家きん舎周囲及び農場敷地内）散布。 

  ただし、同等の効果が認められる方法への代替も可とする。 

６ ねずみの駆除方法 

  ねずみ捕り及び殺鼠剤の家きん舎内等設置 

７ その他 

  この命令に違反した者は、家畜伝染病予防法第６８条第１項の規定により、３０万円以下

の罰金に処されます。 
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第15号 １

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 告 示

愛知県告示第15号

　 家畜伝染病予防法（ 昭和26年法律第166号） 第30条の規定に基づき 、 次の区域において家き んを 所有する

者に対し 、 次のよ う に消毒方法及びねずみの駆除方法を 実施する こ と を 命ずる 。

　 　 令和７ 年１ 月10日

愛知県知事　 大　 村　 秀　 章　

１ 　 実施の目的

　 　 本県における 緊急的な高病原性鳥イ ン フ ルエン ザのま ん延防止

２ 　 実施する 区域

　 　 愛知県内全域

３ 　 実施の期日

　 　 令和７ 年１ 月11日から 同年２ 月末日ま で

４ 　 実施方法

　 　 次に掲げる 方法

　 ⑴　 消毒方法

　 　 　 消石灰の農場内（ 家き ん舎周囲及び農場敷地内） 散布。 ただし 、 同等の効果が認めら れる 方法への代

　 　 替も 可と する 。

　 ⑵　 ねずみの駆除方法

　 　 　 家き ん舎内等でのねずみ捕り の設置及び殺鼠
そ

剤の散布

（ 畜産課）

参考資料


